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J-19 歯根嚢胞摘出手術
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○ 取扱い

原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名のみで、歯根嚢胞摘出手術

の算定を認めない。

○ 取扱いの根拠

歯根嚢胞摘出手術は、根尖に発生した歯根嚢胞を摘出する手術であり、

歯根の周囲組織に細菌感染が拡大している状態を示す根尖性歯周炎で本

手術を行うことは適切でないと考えられる。


